
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第２２３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１１月４日（月、休日） １６時３０分ごろ 

発生場所 愛媛県西条市壬
にゅ

生川
う が わ

港東方沖 

壬生川港壬生川東防波堤灯台から真方位１１３°３,６８０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５６.５′ 東経１３３°０８.９′） 

事故等調査の経過  平成２５年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート せと、１.１トン 

 ２７３－６１４８愛媛、個人所有 

 乗組員等に関する情報 操縦者、二級小型船舶操縦士・特殊船舶操縦士・特定（免許証失効

中） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ先端部に欠損、舵板に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、操縦者が１人で乗り、同乗者１人を乗せ、壬生川港東方沖

で釣りを始めたところ、突然、風浪が大きくなり、海面は泡立ち、船

体が傾斜してきたので、壬生川港へ最短コースで帰ることとし、操縦

者が微速前進として西進中、平成２５年１１月４日１６時３０分ごろ

船尾が浅所に乗り揚げた。 

 本船は、船尾からの波で水船状態となり、操縦者及び同乗者は、付

近の漁船に救助され、翌日、本船を壬生川港へ移動させた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 

 

操縦者は、約１０年の船釣りの経験があり、本事故発生場所付近を

幾度も航行していた。 

本事故発生場所水域の南側は、砂浜が広がっていた。 

操縦者は、本事故後、航行中に本船が風に流されていることを感じ

たので、水深の十分ある海域を航行すれば、よかったと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、壬生川港東方沖において、同港へ向けて航行中、操縦者

が、北西の風に圧流される状況下、最短となる針路で航行を続けたこ

とから、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 



 

原因  本事故は、本船が、壬生川港東方沖において、同港へ向けて航行

中、操縦者が、北西の風に圧流される状況下、最短となる針路で航行

を続けたため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・事前に航行予定水域の気象情報を入手するとともに、水深及び潮

汐を調査し、航行の安全を確保すること。 

・免許証失効中は小型船舶操縦者として乗船してはならない。 

 


